
中部国際空港株式会社  株式取扱規則  

 

19 98年 4月 30日 制 定  

 

最 終 改 正  2007年 9月 20日 改 定  

 

第 １ 章  総 則  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  当 会 社 の 株 券 の 種 類 並 び に 株 式 及 び 新 株 予 約 権 に 関 す る 手 続 及 び そ の 手

数 料 に つ い て は 、 定 款 の 規 定 に 基 づ き 、 こ の 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ 株 主 名 簿 管 理 人 ）  

第 ２ 条  当 会 社 の 株 主 名 簿 管 理 人 、 同 事 務 取 扱 場 所 及 び 同 取 次 所 は 次 の と お り と

す る 。  

    株 主 名 簿 管 理 人  

     東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 一 丁 目 ４ 番 ５ 号  

      三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社        

    同 事 務 取 扱 場 所  

     東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 一 丁 目 ４ 番 ５ 号  

      三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社  証 券 代 行 部   

    同 取 次 所  

      三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社  全 国 各 支 店  

（ 株 券 の 種 類 ）  

第 ３ 条   当 会 社 が 発 行 す る 株 券 の 種 類 は 、１ 株 券 、５ 株 券 、10株 券 、50株 券 、100

株 券 、 500株 券 、 1,000株 券 及 び 10,000株 券 と す る 。 た だ し 、 必 要 が あ る と き は 、

上 記 以 外 の 株 式 数 を 表 示 し た 株 券 を 発 行 す る こ と が で き る 。  

（ 株 券 の 記 載 事 項 ）  

第 ４ 条   当 会 社 が 発 行 す る 株 券 に は 、 法 令 に 定 め る 事 項 の ほ か 、 株 主 の 氏 名 、 株

券 発 行 年 月 日 、 会 社 成 立 年 月 日 を 記 載 す る 。  

（ 請 求 、 届 出 、 申 出 又 は 申 請 の 方 法 ）  

第 ５ 条  当 会 社 が 株 主 名 簿 管 理 人 に 委 託 し た 事 務 に つ い て の 請 求 、 届 出 、 申 出 又

は 申 請 の 手 続 は 、 株 主 名 簿 管 理 人 に す る も の と す る 。  

２  本 規 則 に よ る 請 求 、 届 出 、 申 出 又 は 申 請 は 、 当 会 社 の 認 め る 書 式 に よ る も の

と し 、 こ れ に 第 14条 の 規 定 に よ る 届 出 印 を 押 印 す る も の と す る 。  

３  前 項 の 請 求 、 届 出 、 申 出 又 は 申 請 に つ い て 当 会 社 に お い て 必 要 と 認 め る と き

は 、 証 明 又 は 保 証 の た め の 書 類 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。  

（ 代 理 人 等 ）  

第 ６ 条  本 規 則 に よ る 請 求 、 届 出 、 申 出 又 は 申 請 を 代 理 人 に よ っ て 行 う と き は 、

代 理 権 を 証 明 す る 書 面 を 、保 佐 人 又 は 補 助 人 の 同 意 を 要 す る と き は 同 意 を 証 明 す



る 書 面 を 提 出 す る も の と す る 。  

 

第 ２ 章  株 主 名 簿 へ の 記 載 又 は 記 録 等  

（ 名 義 書 換 ）  

第 ７ 条  譲 渡 に よ り 取 得 し た 株 式 の 株 主 名 簿 へ の 記 載 又 は 記 録 （ 以 下 「 名 義 書 換 」

と い う 。 ） を 請 求 す る と き は 、 請 求 書 に 株 券 を 添 え て 提 出 す る も の と す る 。  

２  譲 渡 以 外 の 事 由 に よ り 取 得 し た 株 式 の 名 義 書 換 を 請 求 す る と き は 、 請 求 書 に

株 券 及 び そ の 事 由 を 証 明 す る 書 面 を 添 え て 提 出 す る も の と す る 。た だ し 、株 券 が

発 行 さ れ て い な い と き は 、 株 券 の 提 出 を 要 し な い 。  

（ 法 令 に よ る 別 段 の 定 め が あ る と き の 名 義 書 換 ）  

第 ８ 条  株 式 の 移 転 に つ い て 法 令 に よ る 別 段 の 手 続 を 必 要 と す る と き は 、 請 求 書

に 株 券 及 び そ の 手 続 の 完 了 を 証 明 す る 書 面 を 添 え て 提 出 す る も の と す る 。  

（ 新 株 予 約 権 原 簿 へ の 記 載 又 は 記 録 ）  

第 ９ 条  新 株 予 約 権 原 簿 へ の 記 載 又 は 記 録 を 請 求 す る と き は 、 そ の 旨 の 請 求 書 を

提 出 す る も の と す る 。  

 

第 ３ 章   質 権 の 登 録  

（ 信 託 財 産 の 表 示 、 抹 消 ）  

第 10条  株 式 に つ い て 信 託 財 産 の 表 示 又 は そ の 抹 消 を 請 求 す る と き は 、 委 託 者 又

は 受 託 者 が 請 求 書 に 株 券 を 添 え て 提 出 す る も の と す る 。  

 

第 ４ 章  株 券 の 不 所 持  

（ 株 券 不 所 持 の 申 出 ）  

第 11条  株 券 不 所 持 の 申 出 を す る と き は 、 申 出 書 に 株 券 を 添 え て 提 出 す る も の と

す る 。 た だ し 、 株 券 が 発 行 さ れ て い な い と き は 、 株 券 の 提 出 を 要 し な い 。  

２  前 項 の 申 出 が あ っ た 株 券 は 、 す べ て 不 発 行 の 扱 い と す る 。  

（ 不 所 持 株 券 の 発 行 請 求 ）  

第 12条  前 条 の 申 出 を し た 株 主 が 株 券 の 発 行 を 請 求 す る と き は 、 そ の 旨 の 請 求 書

を 提 出 す る も の と す る 。  

 

第 ５ 章  諸 届  

（ 株 主 等 の 氏 名 、 住 所 及 び 印 鑑 の 届 出 ）  

第 13条  株 主 若 し く は 登 録 株 式 質 権 者 又 は そ の 法 定 代 理 人 は 、 氏 名 、 住 所 及 び 印

鑑 を 届 け 出 る も の と す る 。た だ し 、外 国 人 は 署 名 鑑 を も っ て 印 鑑 に 代 え る こ と が

で き る 。  

２  前 項 の 届 出 事 項 に 変 更 が あ っ た と き は 、 そ の 旨 を 届 け 出 る も の と す る 。  

（ 外 国 居 住 株 主 等 の 仮 住 所 又 は 常 任 代 理 人 の 届 出 ）  

第 14条  外 国 に 居 住 す る 株 主 若 し く は 登 録 株 式 質 権 者 又 は そ の 法 定 代 理 人 は 、 前



条 の 手 続 の ほ か 日 本 国 内 に 仮 住 所 又 は 常 任 代 理 人 を 定 め て 届 け 出 る も の と す る 。 

２  前 項 の 届 出 事 項 に 変 更 が あ っ た と き は 、 そ の 旨 を 届 け 出 る も の と す る 。  

３  常 任 代 理 人 に は 前 条 の 規 定 を 準 用 す る 。  

（ 法 人 代 表 者 の 届 出 ）  

第 15条  株 主 が 法 人 で あ る と き は 、 そ の 代 表 者 １ 名 を 届 け 出 る も の と す る 。  

２  代 表 者 を 変 更 し た と き は 、 届 出 書 に そ の 事 実 を 証 明 す る 書 面 を 添 え て 届 け 出

る も の と す る 。  

（ 共 有 株 式 の 代 表 者 の 届 出 ）  

第 16条  株 式 を 共 有 す る 株 主 は 、 そ の 代 表 者 １ 名 を 定 め て 、 届 出 書 に 共 有 者 全 員

が 連 署 の う え 株 券 を 添 え て 届 け 出 る も の と す る 。た だ し 、株 券 が 発 行 さ れ て い な

い と き は 、 株 券 の 提 出 を 要 し な い 。  

２  代 表 者 を 変 更 し た と き も 同 様 と す る 。  

（ 株 主 名 簿 及 び 株 券 の 表 示 変 更 ）  

第 17条  次 に 掲 げ る 事 由 に よ り 株 主 名 簿 及 び 株 券 の 表 示 の 変 更 を し よ う と す る と

き は 、 届 出 書 に 株 券 及 び そ の 事 実 を 証 明 す る 書 面 を 添 え て 届 け 出 る も の と す る 。

た だ し 、 株 券 が 発 行 さ れ て い な い と き は 、 株 券 の 提 出 を 要 し な い 。  

  (1) 改 姓 、 改 名  

  (2) 商 号 又 は 法 人 名 称 の 変 更  

  (3) 法 人 組 織 の 変 更  

(4)  親 権 者 、 後 見 人 等 の 法 定 代 理 人 の 設 定 、 変 更 又 は 解 除  

（ 新 株 予 約 権 者 の 届 出 方 法 ）  

第 18条  新 株 予 約 権 者 の 届 出 事 項 に 変 更 が あ っ た と き は 、 そ の 旨 を 届 け 出 る も の

と す る 。  

 

第 ６ 章  株 券 の 再 発 行  

（ 分 割 又 は 併 合 に よ る 再 発 行 ）  

第 19条  株 券 の 分 割 又 は 併 合 に よ り 新 株 券 の 発 行 を 請 求 す る と き は 、 請 求 書 に 株

券 を 添 え て 提 出 す る も の と す る 。  

（ 汚 損 又 は 毀 損 に よ る 再 発 行 ）  

第 20条  株 券 の 汚 損 又 は 毀 損 に よ り 新 株 券 の 発 行 を 請 求 す る と き は 、 請 求 書 に 株

券 を 添 え て 提 出 す る も の と す る 。た だ し 、株 券 の 真 偽 を 判 別 で き な い と き は 、第

７ 章 の 規 定 に よ る も の と す る 。  

（ 満 欄 に よ る 再 発 行 ）  

第 21条   株 券 の 取 得 者 欄 が 満 欄 に な っ た と き は 、 こ れ を 回 収 し 、 新 株 券 を 発 行 す

る 。  

第 ７ 章  株 券 喪 失 登 録 等  

（ 株 券 喪 失 登 録 請 求 ）  

第 22条  株 券 喪 失 登 録 を 請 求 す る と き は 、 請 求 書 に 株 券 の 取 得 の 事 実 を 証 明 す る



書 面 及 び 株 券 の 喪 失 の 事 実 を 証 明 す る 書 面 並 び に 本 人 確 認 書 類 を 添 え て 提 出 す

る も の と す る 。た だ し 、名 義 人 が 株 券 喪 失 登 録 を 請 求 す る と き は 、株 券 の 取 得 の

事 実 を 証 明 す る 書 面 及 び 本 人 確 認 書 類 の 提 出 を 要 し な い 。  

（ 株 券 喪 失 登 録 者 に よ る 抹 消 の 申 請 ）  

第 23条  株 券 喪 失 登 録 者 が 前 条 の 登 録 の 抹 消 を す る と き は 、 申 請 書 を 提 出 す る も

の と す る 。  

（ 株 券 所 持 者 に よ る 抹 消 の 申 請 ）  

第 24条  株 券 喪 失 登 録 が な さ れ た 株 券 を 所 持 す る 者 が 当 該 株 券 喪 失 登 録 の 抹 消 を

申 請 す る と き は 、 申 請 書 に 株 券 及 び 本 人 確 認 書 類 を 添 え て 提 出 す る も の と す る 。

た だ し 、株 主 又 は 登 録 株 式 質 権 者 が 申 請 す る と き は 、本 人 確 認 書 類 の 提 出 を 要 し

な い 。  

（ 株 券 の 失 効 ）  

第 25条  株 券 喪 失 登 録 の な さ れ た 株 券 は 、 株 券 喪 失 登 録 の な さ れ た 日 の 翌 日 か ら

起 算 し て １ 年 を 経 過 し た 日 に 失 効 す る 。た だ し 、第 23条 若 し く は 前 条 の 申 請 が な

さ れ た 場 合 又 は 会 社 法 第 229条 第 2項 に 定 め る 場 合 は こ の 限 り で な い 。  

（ 諸 届 の 準 用 ）  

第 26条  株 券 喪 失 登 録 者 が 株 券 喪 失 登 録 簿 の 記 載 又 は 記 録 を 変 更 す る と き は 、 第

13条 か ら 第 17条 の 規 定 を 準 用 す る 。  

 

第 ８ 章  株 主 の 権 利 行 使 に 関 す る 請 求 の 方 法  

（ 株 主 の 権 利 行 使 に 関 す る 請 求 の 方 法 ）  

第 27 条  株 主 が 権 利 行 使 に 関 し て 請 求 す る 場 合 に は 、当 会 社 が 認 め る 場 合 を 除 き

書 面 に よ る も の と し 、 第 13 条 の 規 定 に よ る 届 出 印 を 押 印 す る も の と す る 。  

 

第 ９ 章  手 数 料  

（ 手 数 料 ）  

第 28条  当 会 社 の 株 式 の 手 続 に 関 し 、 第 12条 の 規 定 に 基 づ き 株 券 を 発 行 す る 場 合

又 は 第 19条 若 し く は 第 20条 の 規 定 に 基 づ き 株 券 を 再 発 行 す る 場 合 に は 、印 紙 税 相

当 額 の 手 数 料 を 徴 収 す る こ と が で き る も の と す る 。  

２  当 会 社 の 株 式 の 手 続 に 関 し 、第 22 条 の 規 定 に 基 づ き 株 券 喪 失 登 録 を 請 求 す る

場 合 に は 、 次 の 手 数 料 を 徴 収 す る こ と が で き る も の と す る 。  

  請 求 １ 件 に つ き  １ ０ ， ０ ０ ０ 円  

  株 券 １ 枚 に つ き     ５ ０ ０ 円  

 

 

附  則  

１  こ の 規 則 の 変 更 は 、 取 締 役 会 の 決 議 に よ る も の と す る 。  

２  こ の 規 則 は 、 1998年 4月 30日 か ら 施 行 す る 。  



 

附  則  

こ の 規 則 は 、 2002年 4月 1日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則  

こ の 規 則 は 、 2003年 4月 9日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則  

こ の 規 則 は 、 2005年 6月 24日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則  

こ の 規 則 は 、 2005年 10月 1日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則  

こ の 規 則 は 、 2006年 5月 1日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則  

こ の 規 則 は 、 2007年 9月 20日 か ら 施 行 す る 。  

 


